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移住定住促進補助金

高野町への転入される方や高野町民が、高野町内に住宅を新築する場合、もしくは町内の中古物件
を購入される場合、それらにかかる費用の一部を高野町が支援いたします。

補助金のご利用相談や、申請については、高野町観光振興課移住定住地域振興室までご相談ください。

【対象経費・補助額】

・世帯全員が町税、使用料等の債務を滞納していない方

→　　補助率２分の１以内、最大２００万円を補助・高野町内に住宅を新築する経費

※新築の場合申請時に建築確認申請の写し、または工事届の写しが必要です

高野町へご相談を

【条　件】

○補助金申請の流れ

→　　補助率２分の１以内、最大８０万円を補助・高野町内の中古住宅購入にかかる経費

・高野町民の方または高野町民となる方

交付申請の提出

審査後、町より交付決定

実績報告の提出

補助金請求書提出

補助金のお支払い

町より交付確定通知

①高野町移住定住促進補助金交付申請書（様式第 1 号）

②住宅を建設または購入する前の現況写真及び位置図

③町税等の滞納がないことを証明する書類（納税証明書等）

④住宅の建設または購入の見積書

⑤工事契約書または売買契約書の写し

⑥誓約書

①高野町移住定住促進補助金実績報告書（様式第3号）

②住民票謄本(続柄の記載されたもの)

③住宅の登記事項証明書

④住宅の全景写真 1 枚

⑤住宅の平面図及び位置図

⑥工事代金または住宅購入代金の領収書の写し

①高野町移住定住促進補助金交付請求書（様式第 4 号）

移住される方は、このタイミングで住民票を移してください。

高野町補助金


